
◆申請から評価書発行までの流れ

※ 委員会へ申込者の出席が必要です。

報告書の不備のチェック

内容の不明瞭な点の指摘

・判定結果は事務局よりご連絡いたします。

評価委員会判定後の主な流れ

　 評価Ａ ：担当委員が修正を確認後、読み合わせ資料を作成、提出。

評価Ｂ ：担当委員が修正を確認後、小委員会用資料を作成、提出。

評価Ｂ’ ：担当委員が修正を確認後、小委員会用資料を作成、提出。

評価Ｃ 評価Ｃ ：指摘事項修正後、評価委員会用報告書を作成、再提出。

評価Ａ  評価Ｂ、Ｂ’

小委員会後の主な流れ

評価Ｂ ：担当委員が修正を確認後、読み合わせ資料を作成、提出。

評価Ｂ’ 評価Ｂ’ ：担当委員が修正を確認後、評価委員会用報告書を作成、提出。

 評価Ｂ

・担当委員が最終結果の報告。（評価書の読み合わせ）

・最終結果の報告後、修正がある場合は修正完了後に評価書を発行いたします。

・評価書及び最終報告書をCD-R又はDVD-Rにて提出

・小委員会の開催日は原則毎月第二・第四水曜日開催
・小委員会までに、評価委員会での修正事項を担当委員が確認
・評価委員会での質疑を中心に修正事項の説明　（説明者１名以上出席）
　修正資料等を３～５部提出　（提出部数は事務局に確認すること）

・読み合わせ資料の提出（１部）
　読み合わせ資料は参考例を参照のこと

・特殊な工法等事前に確認をしたいことがあれば相談票を提出して
ください。ただし、設計図書がない場合はガイドラインより相談票・調
査計画書の提出が必要です。

・評価委員会開催の14日前までに申込書及び報告書（電算出力含
む）１部の提出し、評価料を納入。

・評価委員会の開催日は原則毎月第二・第四土曜日開催

この色の

・報告書の作成は、ガイドライン及び報告書書式を参照のこと

・評価委員会開催の前日までに、評価委員会用の報告書を５～８部提出。
　（提出部数は事務局に確認すること）
・評価委員会で説明。
　（説明者、記録者など計２名以上出席）

受託者へ引き渡し

報告書内容確認

担当委員の決定

報告書の提出

判定

報告書の修正

小委員会

評価書読み合わせ用

資料の提出

評価申請申込

評価書の

発行

事前相談

報告書等の

デジタル提出

評価費表

申込書

相談票

デジタル提出方法

報告書の修正

評価委員会

評価委員会

読み合わせ資料参考例

判定結果は
Ａ、Ｂ、Ｂ’、Ｃ

ガイドライン

報告書様式

https://h-aaa.jp/taishin_hyouka/document/moushikomi/taishin_hyouka_hiyou.pdf
https://h-aaa.jp/taishin_hyouka/document/moushikomi/taishin_shindan_hyouka.doc
https://h-aaa.jp/taishin_hyouka/document/moushikomi/hyouka_soudan.doc
https://h-aaa.jp/taishin_hyouka/document/y2010/20110111houkoku.pdf
https://h-aaa.jp/taishin_hyouka/document/sankou.pdf
https://h-aaa.jp/taishin_hyouka/document/yoshiki_shiryo/guidelines/guidelines.pdf
https://h-aaa.jp/taishin_hyouka/index.php
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